
第10回千葉県地方自治研究集会

パネルディスカッション
司　　会　宮﨑　伸光　千葉県地方自治研究センター　理事長
コメンテーター　若井　康彦　都市プランナー　前衆議院議員
パネラー　浅尾　一已　千葉県防災政策課政策班主幹
　　　　　吉田　博之　香取市企画政策課政策班長
　　　　　岡野　純子　浦安市議会議員
総合司会　金木　正典　自治労千葉県本部副委員長

総合司会　これよりパネルディスカッションに入
ります。コメンテーター、パネラーの皆さんを紹
介します。

コメンテーターとして、先ほど講演いただきま
した若井康彦様です。

続きまして３名のパネラーを紹介します。
千葉県防災政策課政策班主幹の浅尾一已様。
浦安市議会議員の岡野純子様。
香取市企画政策課政策班長の吉田博之様。
以上です。司会は、千葉県地方自治研究センター

の宮﨑伸光理事長にお願いしております。宮﨑先
生には、その後の会場との意見交換を含めて、進
行をお願いします。それでは宮﨑先生、よろしく
お願いいたします。
○宮﨑　今、御紹介いただきました宮﨑でござい
ます。

先ほどの若井さんの基調報告で問題提起をして
いただきましたが、それを受けまして、これから
パネルディスカッションを進めてまいりたいと思
います。

これからそれぞれパネリストの皆さんに、これ

までの大震災で、「災害があったときに、実際にど
うだったのか」ということを今振り返ってみて、改
めてのお話をしていただこうかと思っております。

まず最初に、千葉県の防災行政担当の浅尾さん
から、御報告をよろしくお願いいたします。
○浅尾

私、実は防災関係に長く携わっておりまして、
「阪神・淡路大震災」から20年ぐらい担当してい
ます。最初は、専門が地質ということもあり、活
断層とか、地下構造、地盤の状況をいろいろ調査
してきました。その間に新潟県の「中越地震」、「東
日本大震災」ですとか、はたまた「熊本大地震」
とみてきました。「阪神・淡路大震災」のときも、
防災を担当している間に「こんな地震の被害を見
ることはないな」と思っていましたが、何回も同
じような被害を見ることになりました。

■千葉県の主な被害地震

図表１は、「千葉県が被害を受けた地震」の年
表になっております。このうち、「慶長地震」は、
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震源は分かりませんが、古文書には書かれていま
す。それ以降、「延宝」、「元禄」、「安政」、「江戸」、

「大正関東」、「千葉県東方沖」、「東北地方太平洋
沖地震」大きな被害が出てきました。実際に記録
が残っているのは、「大正関東」以降です。それ
以前につきましては、実は古文書等に書いてある
とか、碑に残っているとか、そういうものの寄せ
集めという形になります。
図表１で※をつけました五つの地震は「プレー

トの境界で起こる地震」です。「プレートの境界
で起こる地震」というのは、非常にマグニチュー
ドが大きくなるということと、基本的には津波を
伴ってくる地震が多いということが特徴となって
おります。千葉県に大きな被害を起こした地震と
いうのは、「プレート境界の地震」であったと思
います。
図表２はプレートがどのようになっているかを

あらわしています。陸のプレートに対してフィリ
ピン海プレートがもぐり込んで、その下に太平洋
プレートがもぐりこむというような状況が、千葉
県周辺の状況です。これを断面に切ったものが図
表３になります。①が、陸のプレートのところで

図表２　プレートテクトニクスと地震の発生

図表３　千葉県周辺の断面図

図表１　千葉県の主な被害地震
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南関東地域で発生する地震の発生場所
①地殻内（北米プレートまたはフィリピン海プレート）の浅い地震
②フィリピン海プレートと北米プレートの境界の地震
③フィリピン海プレート内の地震
④フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界の地震
⑤太平洋プレート内の地震
⑥フィリピン海プレート及び北米プレートと太平洋プレートの境界の地震

発生年月日 マグニチュード 震央・県内最大震度 被害の概要

1605年2.3　慶長地震
（慶長9年12月16日）　　　　　　※ 7.9 房総沖ほか・？ 山くずれ多数、死者多数、

房総半島東に大津波

1677年11.4　延宝地震
（延宝5年10月9日）　　　　  　　※ 7.4 茨城県沖ほか・Ⅵ 房総沿岸に大津波、水死者200余名

1703年12.31　元禄地震
（元禄16年11月23日）　　　  　　※ 8.2 房総沖・Ⅵ 房総沿岸に大津波、津波による被害大、

死者多数

1855年11.11　安政江戸地震
（安政2年10月2日）　 6.9 埼玉県東南部・Ⅵ 下総地方を中心に、死者20名、

家屋全壊82棟

1923年9.1　大正関東地震
（大正12年9月1日）　　　　　　  ※ 7.9 相模湾・Ⅵ 県全体で死者1,335名、行方不明者7名、

家屋被害大、三芳村で地震断層生じる

1987年12.17　千葉県東方沖地震
（昭和62年12月17日） 6.7 千葉県東方沖・Ⅴ 県全体で死者2名、家屋被害、停電、

ガス被害大

2011年3.11　東北地方太平洋沖地震
（平成23年3月11日）　　　　　　 ※ 9.0 三陸沖・Ⅵ弱 県全体で死者22名、行方不明者2名、

負傷者256名、津波・液状化被害
①千葉県には大きな被害を伴うような記録は少ない。ただし、古い地震は、記録が残っていない（地形に残るのみ）。
②活断層による被害記録は無い。
③安政江戸地震以外は、南房総、外房、九十九里地域で被害。
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起こる地震です。これはどちらかというと「活断
層型の地震」になります。いわゆる熊本の地震は
このタイプです。②、④、⑥というのが、それぞ
れのプレートの境界で起きる地震ですので、これ
を「プレート境界の地震」。③、⑤については「プ
レート内の地震」と考えられております。
「プレート境界の地震」というのは、太平洋プ

レートとフィリピン海プレート、フィリピン海プ
レートと陸のプレートという形で、それぞれの境
界で起きていますが、千葉県の場合は活断層が確
認されていませんので、①以外のタイプの地震で
はないかと思います。プレート境界というのは「元
禄地震」や、「大正関東地震」などの地震であり
ます。あとは、太平洋プレートがもぐりこむとき
に遠方地震というという形になります。

南関東直下型地震30年間で70％の可能性

今、近い時期に起きるであろうと言われている
南関東直下、いわゆる「首都直下地震」というのは、
③の「プレート内の地震」ではないかということ
が、国のほうで言われております。それでは「30
年で70％」って、どのように出したのかと言いま
すと、図表４にあります、四角く区切られていま
すこのエリアの中で起きる地震の発生確率が70％

ですよという意味です。ですから神奈川で起きる
か、千葉で起きるか、埼玉で起きるか、それもわ
かりません。東京で起きるかもわかりません。全
部合わせて、どこかで起きる確率が70％と言われ
ています。

30年間というのは、どうやって計算しているの
か。このマルのところが震源となるのは、大体マ
グニチュード6.7からマグニチュード7.0ぐらいの
地震です。これはある程度はっきり、「ここの場
所で起きました。また震源として深さはどのぐら
いです」というデータを、国は持っています。そ
れぞれを計算すると、大体27年～28年に１回ぐら
いの間隔で発生していることになります。この
ような計算に基づいて、「このエリアの中で、30
年間に70％ぐらいの発生確率で地震が起きる」と
いっております。

東葛、葛南地域の地震がもっとも被害が大きい

千葉県でもこの試算に基づいて、2016年５月に
どこで起きると被害が大きくなるのかという被害
想定の調査を公表させていただきました。（図表
５）「千葉県北西部直下地震」については、千葉
県の人口分布ですとか建物の集中度等を見れば、
東葛・葛南地域で起きた場合が、やはり一番大き
な被害が出るであろうということを想定した地震
です。場所としては、震源が千葉市と習志野市の
境界付近で起きると、最大の震度で６強ぐらいと
なります。陸の地震なので、津波は発生しないと
いうことで計算をしました。

それから「房総半島東方沖・日本海溝沿い地震」
という、すごく長ったらしい名前を付けた地震を
想定しています。これは「東日本大震災」、つま
り「東北地方太平洋沖地震」での震源域というの
は、実は岩手県の北から茨城県の南の、ちょうど
銚子のところまで太平洋プレートの境界が割れて
いますが、「そこから南側は割れていない。とい
うことは、割れ残りがあるであろう」と言われて
おります。そうすると、５年前に割れた、その割
れ残りがまだ残っていますので、もし割れるとす
ると、この図面でいうと鴨川沖あたりを震源とし

図表４　南関東直下地震の地域
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図表５　被害想定対象地震と直下地震の震度分布
　　　　（千葉県地震被害想定調査より）

図表６　県北西部直下地震による被害（千葉県地震被害想定調査より）

「県北西部直下地震」について被害量を求めた
ものが、図表６になります。死者も2,000人ぐら
い、全壊焼失が８万戸以上という非常に大きな
被害が出るであろうと想像できます。「2,000人の
方が亡くなられますよ」と話しても、自分が亡く

千葉県北西部直下地震
・市川市～千葉市かけての断層想定
・破壊開始点（震源）は千葉市と習志

野市の境界付近深さ 50㎞
・マグニチュード７. ３
・首都直下地震と同じ考えの地震
・想定最大震度：６強（28 市町）
　　　　　　　　震度７は無い
・津波は、震源が深く、陸域直下の地

震なので発生しない

房総半島東方沖日本海溝沿い地震
・東日本大震災の震源域の南側の割れ

残り
・マグニチュード８．２
・津波地震のため、揺れの強さ、揺れ

による被害は想定していない。

建物被害
全壊 ･ 焼失棟数 約 81,200 棟

半壊棟数 約 150,700 棟

人的被害

死者数 約 2,100 人

負傷者数 約 25,100 人

避難者数 約 806,600 人

帰宅困難者数（最大） 約 1,477,000 人

ライフライン被害

電力被害（供給停止率） 約 49%

上水道被害（機能支障人口） 約 2,612,200 人

都市ガス（停止戸数） 約 479,000 戸

ＬＰガス（機能障害世帯数） 約 82,100 世帯

エレベーター停止台数 約 2,500 台

携帯電話（停波基地局） 約 46%

災害廃棄物 約 7,789,300㎥

経済被害額 全体（直接被害） 約 8.14 兆円

石油コンビナート
被害

火災件数 1 件程度

油等流出件数 9 件程度

★

★

震度
　６強
　６弱
　５強
　５弱
　４
　３以下

てマグニチュード8.2ぐらいの地震が想定されて
います。これは震源から遠いので、揺れそのもの
はそんなに大きくなりませんが、津波を伴う地震
であるということで地震の被害想定を行っており
ます。

なると思う人はまずいませ
ん。いろいろな場でお話を
させていただきますが、こ
のような被害想定をお話し
ても、なかなか現実のもの
と考えてもらえません。で
きれば「自分の家が何か被
災をしたら、どのようにな
るのか」と考えていただけ
ればと思っております。

緊急時はまず自助が大切

次に「地域防災計画」と
いうものを策定して、防災
の基本計画としております。
災害対策基本法という法律
が、昭和36年につくられて
おります。これは「伊勢湾

台風」により甚大な被害が発生したこと
にともない災害の対策の基本法を策定し
たということです。国がつくった法律の
中で、千葉県の防災対策をつくるという
計画です。「県は、防災関係機関及び他
の公共団体の協力を得て、住民の生命・
身体及び財産を災害から守り、県民が安
心して暮らせる千葉県をつくるために策
定する」という、非常に崇高な前文となっ
ております。「生命・身体及び財産を守
る」ということは、なかなかむずかしい
のですが、やはりこの順番で「生命を守
る、身体を守る、しばらくおいて、及び
財産を守る」とならざるを得ないと思い
ます。

防災関係機関というのは、少し前まで
は、このような公共機関ですとか自治体
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ですとか、災害に関係するところが防災関係機関
といわれておりました。最近はこの中にボラン
ティアですとか県民が入ってきております。です
から「地域防災計画」の策定に、県民の方から意
見をいただいたりすることもありますし、いろん
な形で参画していただいています。自分たちが自
分たちの生命・財産を守る、命を守っていくとい
うように、計画自体も変わっております。

予防、応急対策、災害復旧という観点から減災
目標がたてられています。地域防災計画は、毎年
修正することはできるとなっておりますけれども、
国の動きですとか、大きな災害が起きたら、その
対応を反映させて修正を行うという形で、大体２
年に一回か、３年に一回ぐらいは、地震のほうの
災害修正を行ってきております。国・県・市町村
は、何かあったときにはそれぞれが補完しあうよ
うな関係になりますので、国が中央防災会議で決
めた防災基本計画に抵触しないように、県が地域
防災計画をつくり、県の地域防災計画の問題にな
らないように、市町村も自分たちで地域防災計画
をつくるという形になります。

これは当たり前のことですけれども、公助・共
助・自助というのが三位一体の形で対策を進めな
いと、生命・身体・財産が守れません。特に「阪
神・淡路大震災」以降ですけれども、自助がまず
一番大事となっています。やはり公が入っていく
には時間がかかりますし、まず、どうにか自助で
自分の身を守る、次に、共助・公助が入ってきます。

どこでもそうですけれど、図体が大きくなれば
なるほど、対応が遅くなります。身軽な共助が支
援していけば、図体が大きいものがあとから入っ
てくるような形になります。地域防災力の向上に
むけて、今いろいろ施策をつくって、防災基本条
例を策定しています。理念条例ではありますけれ
ども、現在の対策を進めていきたいということで、
県で作業を進めております。
○宮﨑　はい、どうもありがとうございました。

それでは次は、今度は市の行政ということで、
香取市の吉田さんから御報告をお願いしたいと思
います。よろしくお願いします。

■香取市の震災被害状況

○吉田　香取市の吉田です。どうぞよろしくお願
いします。私のほうからは「東日本大震災」での
香取市内全体の被害状況と、佐原の町並みの被害
状況を合わせて御説明させていただきます。発災
当時、私は当時の建設部の都市整備課に在籍して
おりました。この都市整備課の業務の一環といた
しまして、平成８年に関東地方で初めて重要伝統
的建造物群保護地区に制定された佐原の町並みに
おける、町並み保存、町づくり、景観の保持等を
担当しておりました。香取市において、「東日本
大震災」の震度は５強でした。香取市は、ご存知
のとおり液状化被害にあっております。浦安市さ
んほどではありませんが、被害の面積としては約
3,500ヘクタール、約5,000棟の建物被害。それか
ら顕著なものとしては、河川の河床隆起等があり
ました。農地の被害としては、作付不能面積が当
時で2,500ヘクタールというような状況でした。

利根川左岸域の被害状況

香取市内の被害状況を振り返ってみますと、大
体この市の北部にあります利根川左岸域、利根川
右岸域、それと佐原の町並みにおいて顕著な被害
がありました（図表７）。まずは利根川左岸域で
すが、この色が濃い部分は、江戸幕府の利根川東
遷事業によって顕著に陸地化してきたところで、
それ以前は中世を通じて“香取の海”というよう
に称されていたところです。陸地化するに伴いま
して、砂洲状となっているところに集落が展開し
ているというような状況です。

この地区の被害を見ますと建物被害が多数あり
ます。図表８は新島地区の古い民家が地震動によ
り完全に崩壊した事例です。それから古利根川の
堤防ですが、大規模に地割れを起こして機能不全
になってしまい、地盤被害も顕著だったというエ
リアで、香取市内で一番被害が大きかった地区です。
図表９は、奥に見えていますのが築80年前後の

農家型の建物ですが、ごらんのように基礎に向か
いまして地割れと段差ができている。この段差は
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図表７　東日本大震災による香取市内液状化発生区域

図表８　利根川左岸（新島地区）液状化被害①（写真）

図表９　利根川左岸（新島地区）液状化被害②（写真）

利根川右岸域の被害状況

続いて利根川右岸域です。こちらのほうには香
取市役所があり、都市化・市街地化された新興住
宅街がある地域です。この地域も大規模な液状化
被害を受けました。ここは、明治以降になって埋
め立てがされたところです。
図表10は、地中から湧き出した砂、噴砂とい

うのですが、これが道路に降り積もっていて、そ
の除去作業をしているところです。この写真のと
おり、電柱が傾いてしまっており、電線が道路を
ふさいでしまって、通行不能になっていました。
噴砂によって、市街地が40センチから50センチぐ
らい埋まってしまいました。一見すると、人が立っ

図表10　利根川右岸（下川岸地区）の液状化被害（写真）

60センチを超しているような状況でした。古い建
物ですので、コンクリート基礎を持たずに礎石の
上に立っており、いわゆる“また裂き”のような
状況になっています。これは被害調査を行ったと
き、家屋に立ち入るのも危険な状況で、パキパキ、

ピキピキと音がしてい
ました。そのような状
況で写真に写ってい
る、この所有者の方に
は、何と言って声をか
けて慰めていいのかわ
からず、言葉を失って
しまったような状況で
した。

私は町並み担当であ
ると同時に建築行政所
管部門に所属しており
ましたので、ほぼ全市
域で建物被害を見て回
りました。
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ている何でもないような写真
ですが、ここでは60センチぐ
らい噴砂が積もっております。
写真に写っている平屋の建物
は瓦一枚落ちていませんが、
このように傾いてしまってお
り、もはや生活不能でありま
すし、これでは建物としての
機能も果たしていません。

このような都市型の被害を
受けておりましたが、発災当
初、被災者生活再建支援法に
よる罹災判定の基準には、液
状化が全く考慮されていませ
んでした。その後改正されて
救済されたわけですが、我々が最後までこだわっ
ておりましたのは、この「類型Ⅲ」という被害状
況です（図表11）。この被害判定を覆すべく、４
月いっぱい、喧喧諤々内閣府とのやり取りを行っ
ておりました。

当時、香取市に着任していた副市長も国交省か
ら来た「キャリア」でして、なんとかこの被災状
況を改善すべく、罹災判定の基準を変えようと努
力しました。結果的に傾きがなければ被害認定さ
れないということになりましたが、香取市内の液
状化被害で事例が多かったのがこの建物が垂直に
沈下してしまうという事例です。

この事例は、垂直に沈下することによって下水
や排水ができない。それから雨水が基礎部分にた
まってしまい、生活機能が喪失してしまっている
というものです。

そのような状況の写真が図表12です。実はこ
のお宅では、震災以前は60センチぐらい盛り土を
していました。道路より高かったんですが、震災
で沈下してしまいまして、雨が降るたびに浸水に
みまわれておりました。

次にご覧いただきますのが、利根川右岸の中で
も、もっとも被害が激しかった大規模な側方流動
にみまわれました小野川の河口部分です（図表
13）。こちらは、河床から砂が吹き上がってしま

いまして、水が全く流れなくなってしまいました。
それから、この矢印方向のこちら側に地盤が押さ

図表11　類型Ⅲにおける被害の具体例

図表12　未曾有の液状化被害－垂直沈下型被害（写真）

図表13　利根川右岸（小野川河口付近）の液状化被害（写真）

宅内雨水の落下（通常）

道路から雨水が流入

宅内からの排水が出来ない　→　生活機能の消失
家屋が浸水　　　　　　　　→　二次災害

逆勾配となり、宅内から排水
出来ない（汚水・雨水共）

浸水
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れて、川幅が狭まってしまったということです。
当然、側方流動で川幅が狭まりましたので、それ
につられて地盤が動いております。このように市
道に大規模な亀裂が入ってしまって、通行止めに
なってしまいました。川沿いに建っていた建物も
地盤にひきずられて、このように“また裂き状態”
になってしまっています。これは護岸が壊れてし
まった状況ですね。現在、ここの道路については
復旧しております。この付近の復旧方法について
は、地方自治研究全国集会において、香取市職員
組合の坂本興久が、この川の地盤を強化しまして、
側方流動に二度とみまわれないような対策の概要
をレポートしていますのでそちらをご参照くださ
い。

町並みの被害状況

さて町並みの被害状況ですが、佐原の町並みは、
おおむね江戸時代後期から昭和の前期までの木造
家屋が密集している地域です。こちらは千葉県指
定文化財の立ち並ぶ香取街道沿いの立ち並びです
が、このように屋根被害がありました（図表14）。
これは県指定文化財の正上醤油店ですけれども、
やはり屋根被害を受けています。他の伝統的建造
物も同様に屋根に被害を受けています。

重要伝統的建造物群保存地区の被害状況は、メ
ディアからも着目されておりましたので、盛んに
報道されました。発災直後から取材が殺到しまし
て、おかげで佐原の町並み復旧という気運が盛り
上ったのですが、反面、周辺地区の被災者からは
町並みばかりが注目されることへの不満が高まっ
ておりました。その背景にあったのが、復旧支援
措置です。先ほどの被災者生活再建支援法が改正
されたのは５月２日だったと思いますけれども、
平成23年５月２日以前には、大規模な被害を受け
ていても、液状化地区では、「一部損壊」または、
せいぜい「半壊」程度でありまして、救済措置が
何もない状況でした。

そのような中で、佐原の町並みは、これまで景
観や町並みを保存するために多大な助成金を活用
して守ってきたわけで、佐原の町並みの復旧を促

進するために、「助成制度の全容を明らかにして、
それで住民の、町並みに居住している方々を安心
させろ」という圧力的要望があったのです。しかし、
周辺地区の不満が爆発すると、今後は町並み保存
に対する市民の理解を得られなくなるということ
が予測されました。対応を誤れば、これまで20数
年に亘って取り組んできた、町並み保存制度が瓦
解してしまうという危機に直面していたのです。

結果的には、圧力に屈しなかったこと、被災者
生活再建支援法が改正されたこと、町並みの建物
修理に多大な時間と個人負担を要したことなどか
ら、制度存続の危機を脱することができたわけです。

さて、佐原の町並みについては、発災直後から
被害状況を確認いたしまして、４月13日ごろから
修理方針を順次立てて活動していきました。先ほ
ど申し上げた状況から、地味に粛々と行っていた
訳ですが、その主体となったのが「佐原町屋研究
会」という団体です。この団体は、平成21年に

「新潟中越沖地震」に危機感を抱いた、設計士さ
ん、建築士さんなど、町並みに関連する業種の方々
を集めて組織した民間団体です。今回のような大
規模災害に見舞われたとき、行政のヒューマンパ
ワーが不足することは十分に予測されましたので、
いざという時は行政に代わって力を発揮して欲し
い、そのような目的をもって団体を設立するとと
もにスキルを高める支援を行っておりました。

この研究会は、「佐原の町並みの木造建築が、
地震に対して弱いだろう」というような評価が、
現行の建築基準法ではそのように判定されますが、

図表14　佐原の町並みの被害状況（写真）
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が、これは主に建築士さんが行っていますが、個々
に被害家屋に立ち入って、どんな損傷を受けてい
るかという調査を行っております。その結果、柱
が折損するとか、基礎が崩壊したなどの構造的に
深刻なダメージは特にはなかった。先ほどの一見
派手に壊れた屋根の部分っていうのは、「二次部
材」って言いますが、十分に復旧が可能という状
況だとわかりました。

時間がなくなってしまいましたが、佐原町並み
の建物ですが、根本的な修理を行っていない建物
の多くは、基礎部分が礎石となっています。地盤
被害がありますと、揺すられて壊れてしまう。こ
れを模式的に示したのが図表15です。先ほどの
利根川右・左岸の建物で基礎が礎石であったもの
と同じ状況になってしまいますが、これが実はコ
ンクリートベタ基礎を打って根本修理をしたもの
は、被害を免れていました。佐原の町並みでは、
こういう工法を推奨して、二度と被害に遭わない
ようにという努力を行っております。

それから市内全域では、地域住宅交付金等を活
用しまして、建物の耐震補強を行うと同時に、今
年度からは義援金を基金として使って、「液状化
対策」の助成事業等々も行っております。

最後に、被害調査を行っておりますと、多くの
方々が、応急危険度判定と罹災判定を混同されて
おりました。「応急危険度判定とすると、罹災判
定がされて救援される」というようにこのことが
トラブルの原因なっておりましたので、調査先で

■浦安市の液状化被害

○岡野　皆さんこんにちは。御紹介いただきまし
た、浦安市議会議員の岡野と申します。

私は被災をした自治体の議員という立場で、浦
安市が当時どういう現状であったのかという現場
の話と、議員として復旧・復興活動を見てきて感
じた課題などについて、皆様にお話したいと思い
ます。

まず「浦安市の概要」なんですが、浦安市は非

図表15　佐原町屋研究会の対応（被害状況調査）

逐次説明すると同時に、ワンストップで他の情報
を提供することを心がけて活動をしておりました。

また、通例、発生後の２週間から１か月ほどで、
応急危険度判定の調査は終了させるわけです。し
かし、調査に行って、被災された方に一声かけて
あげると、だいぶ安心されるということがありま
したので、なかなかやめられずに結局７月ぐらい
までやっていました。途中から、調査の趣旨が被
災者の不安を和らげることに変わっていったわけ
です。総件数は、応急危険度判定で3,000件以上
行ったのではないかと思っております。

時間となりましたので、これで終わりにさせて
いただきます。

○宮﨑　どうもありがとうございました。それで
は続いて浦安市議会議員の岡野さんから御報告い
ただきたいと思います。

地盤沈下

基礎がバラバラに

上部構造の損傷

地盤の側方流動

護岸が川岸へ移動・傾斜

決してそうではないということを証明す
ることを主な活動としております。具体
的には、“実物大の木組み”を構えまして、
それを実験で揺すってみて、静加力実験
と言うのですが、そのデータを集めて、
解析して、伝統的な建物の良さを損なわ
ない耐震補強の方法を開発しようとして
おりました。残念ながら、この途中で地
震に見舞われてしまったわけです。しか
し、結果的に、この団体が存在したおか
げで、佐原町の復旧が進みました。

復旧に際する研究会の活動の一端です
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常に小さい町で“４×４km四方”のコンパクト
な町です。しかもそのうちの“１×１km”はディ
ズニーリゾートですから、その他の限られた区域
に16万人の住民が住む人口密度の高い街です。し
かもその町が三つに分かれておりまして、行政区
分で「元町」「中町」「新町」というように言って
います。もともと土地があったのは「元町」のと
ころだけ。漁師町だった旧市街地だけに土地が
あって、「中町」が第一期埋め立て。私は第二期
に埋め立てられた「新町」という地域に住んでい
ます。

市のハザードマップなどによると、もともと「地
震のときに被害があるだろう」と想定されていた
のは、木造密集市街地がある「元町」のところで
した。しかし「東日本大震災」では、「元町」は
全く無傷でありまして、「中町」「新町」が全域で
液状化をしたという、想定とは大きく異なった被
害でした。浦安市は最大震度が５強で、その29分
後に５弱の余震がありました。先ほど来の話にあ
りますが、揺れが非常に長かった。大きく横に長
い時間揺れるという液状化が起こりやすい種類の
地震であったということが言えます。

私の話ですけれども、いま小学校に上がってい
る当時２歳だった長女が熱を出して家におりまし
たので、偶然、私も在宅をしていました。私は28
階建てのマンションの19階に住んでいるのですけ
れども、自分の感覚としては、もうメトロノーム

あっちこっちで「これは何だ？」とか、「液状化
だ」とか、いろんな声が聞こえるわけです。マン
ションそのものは液状化対策をしているんですけ
れども、その周りの地面のところどころから、噴
水のように泥水が上がっていました。路面に書か
れた道路のラインや案内表示が全く見えないぐら
い溜まり、目測ですが多分20cm程度の汚泥が積
もりました。海の向こうでは市原のコンビナート
から火災が起こっていて、まるで“この世の終わ
り”のような状況だったと、今でも思い出すと嫌
な汗が出るような経験でした。

市域の86％が液状化被害

結果、浦安はどのような被害だったかというと、
市域の86%が液状化被害にあいました。棟数でい
うと9,154棟。今回の「東日本大震災」で液状化
をしたのが合計２万７千棟ということですので、
その約３分の１が浦安での被害ということになり
ます。これは記録に残っている上では、世界最大
の液状化被害だと言われております。

ここから浦安市は、復旧・復興に向けて立ち向
かっていかなければならないのですが、先ほど来、
話にあります、大きな苦境が浦安市の復興を阻む
ことになります。それが“災害救助法の壁”であ
りました。災害救助法の中では、液状化の想定は
なく、適応の要件は、「市町村の人口に応じた一
定数以上の住家の滅失」です。──この「滅失」

図表16　傾いたバス停（写真）

のように揺れているような…。高層マ
ンションというのは、揺れることに
よってパワーを逃がして倒壊しないよ
うな工夫がされていると、頭の中では
分かっているんですが、次の揺れで「ポ
キッ」と折れてしまうんじゃないかと
おそれる程の揺れでした。ガラス棚は
中の食器と一緒に全部粉々になって、
家中ガラスの破片だらけというような
状況で、熱が出た娘と薬と水だけ持っ
て、19階から余震におびえながら階段
で下に降りて行きました。

すると、みんな下に集まっていて、
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というところが、液状化被害に合致しないところ
でありました。滅失ですから倒壊をするとか、火
災で燃えてしまうということが、地震の被害とし
て想定されており液状化のように無傷のまま、ま
たはちょっとひびが入ったくらいで「傾く」とい
う種類の被害は、全くの想定外だったわけです。

そういった中で、しかしながら応急復旧をして
いかなければならない。結局、私どもの町に災害
救助法が適応されるようになったのは２週間後で
したが、その２週間、避難所の開設からライフラ
インの応急復旧のすべて、国からの補助金がゼロ
に近い状況の中で、「もしかすると全部自力でや
らなければならない」そういう不安を併せ持って
の応急復旧作業でありました。

液状化ですから、地面の下が全滅するわけで
す。ガス、上水道、下水道というのが86%の地域
で、ほぼ使えなくなりました。唯一、電気だけは
使える状況でしたが、浦安市には災害救助法の適
用がされていませんでしたので、当時、「計画停
電」をしていた対象地域に浦安も入りまして、「ガ
スが使えず、上水・下水もダメ」という中で、さ
らに「電気まで止められる」という八方ふさがり
な状況になりました。

川を隔てた隣の江戸川区や市川といった被害が
ほとんどなかった地域に電気がついていて、多く
の人が避難所に身を寄せる浦安では計画停電が行
われる、そんな不条理を、みんなで涙を流しなが
ら「何で今のこの状況が国に伝わらないんだろ

う？」という話をしたことを覚えています。先ほ
どから“地味な被害”というお話がありますが、
それだけ地味で見えにくくて、理解をしてもらえ
にくいというのが、液状化の特徴だと、当時を振
り返ると強く思います。

ライフラインの応急復旧が完全に終わったのは、
一番早いガスで３月30日、下水道が４月15日でし
た。つまり３月11日から１か月以上、下水道が使
えませんでした。我々は水というと、日ごろは飲
み水や手洗いといった上水のほうを意識してしま
いがちだと思います。しかし、上水というのは備
蓄や救援物資で、何とかなるところもあります。
ところが案外困るのが下水です。当然、飲めば出
ますし、洗えば流しますから、下水が使えないと
いうのがこんなに困るものなのかと思い知らされ
ました。もちろん、お風呂に入れませんから、皆、
都内の友人の家や、遠くの銭湯などに週に２回ほ
ど通ってなんとか衛生を保ちました。

そんな中では三度の食事もつくれません。計画
停電の時以外は電気が辛うじて使えましたので、
電子レンジで調理が出来る献立を考え、洗い物を
出さないように食器にサランラップを敷いて、食
べ終わったらラップを捨てるという工夫をしまし
た。また、私の周りには小さい子供を持つお母さ
んが多かったので…ちょっと汚い話ですが、例え
ば「子供がおむつからうんちを漏らしたとき、こ
の水がない状況でどうしたらいいのか？」などと
いう日常の困難を、みんなで情報提供しながら解

決してきました。
上水道をしばらく断たれたことがありまし

たけれども、このとき少し助かったのはディ
ズニーシーが園内のパークの水を浦安に提供
をしてくれたことです。オリエンタルランド
社には自家発電装置があるので、本当はすぐ
にでも営業ができる状況だったそうですが、
世の中が「計画停電」をしている中で、エレ
クトリカルパレードをやる訳にはいかないだ
ろうと自粛をされており、その営業しない間、
水をちょうだい出来たのは有難かったです。

トイレは、仮設トイレが市内900か所に建

図表17　噴出した土砂に埋もれる自動車（写真）
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図表18　土砂撤去作業（写真）

被災者生活支援法適用を陳情

先ほど来、話にあります被災者生活再建支援法
ですが、これも先ほどからお話にありましたが、実
際の被害と被害認定基準の間にズレがありました。

浦安の被害家屋はほとんどが従来の支援法の対
象外でした。この、全く“住めないという現状と
認定基準のズレ”というのを、何とか認知しても
らおうということで、私どもは香取市さん始め東
京臨海部の同じような液状化被害があった自治体
と共に国を訪れて、いかにこれが実際の現状と
合っていないかということを再三訴えてまいりま
した。

内閣府の中に、災害に係る住家の被害認定に関
する検討会というのが当時あったんですが、そこ
の委員の方からは「言っていることはわかるけれど
も、財政のことを考えたり、これまでの経緯を考
えたりしたら、認定基準が変わるっていうことは
ちょっと無理だね」と言われていたと聞いています。

何とかこの状況を変えようと、マスコミの力を
借りることになりました。当時の報道は当然のこ
とながら東北の惨状が中心でしたから、浦安の情
報が皆さんの耳に届いたのは多分、随分と後だっ
たんじゃないかと思います。浦安市はそれまで、
災害対策本部をビルの中つくっていたんですけれ
ども、この情報をまずは届けてもらって、いかに
自分たちが今苦境に立っているかというのをわ
かってもらおうということで、災害対策本部をガ
ラス張りの文化会館のホワイエに移しました。

ちました。「計画停電」で本当に困った
のが、被害が大きかった地域には高層マ
ンションが非常にたくさんあったもので
すから、高い建物に住んでいる人間に
とって、電気を切られてエレベーターに
乗れないというのが非常に辛かったです。
例えば三つ、四つの子供が「トイレに行
きたい」とか言った場合、当然我慢がで
きませんからすぐに外の仮設トイレまで
連れて行かねばなりません。子どもをそ
の都度抱いて階段を上り下りしてトイレ
に通うのは大きな負担でした。特に夜は
足元が暗く危険ですし、また被災地で夜に女性を
狙った犯罪というのがあると聞きますので、みん
な決死の思いで仮設トイレを使う毎日でした。

仮設トイレにはまつわるヘビーな話がもう一つ
ありまして…。浦安市は海に囲まれていますから、
海風がとても強くて、時折突風が吹くんです。そ
れで仮設トイレが倒れて他人の糞尿がばらまかれ
てしまうことがあります。それを我々地域住民が
掃除をするんですが…ちょっと想像していただき
たい、他人の糞尿を掃除して、しかし水を使うこ
とができないから手もろくに洗えない、これがど
れだけストレスのたまる状況か。確かに浦安市で
は死者は誰も出ませんでしたし、倒壊家屋も出ま
せんでした。けれども、こういう生活が１か月間
続くということが、住民にとってどれだけ負担
だったかという事は今日ぜひお伝えしたいと思っ
ています。

しばらく日が経ちますと、噴出土砂が乾くこと
による被害が目立ち始めました。液状化の土砂を
スコップでよけて、道の横に山となって置かれて
いる、その土砂が乾いてきたら、次は砂が町の中
を舞うわけです。常に西部劇のように空中が砂ま
みれで、みんな防じんのゴーグルとマスクをしな
がら町の中を歩きました。子供たちは外に出るこ
とができませんから、子どもにも大きなストレス
がかかってしまって、家の中で兄弟げんかも絶え
なくなるという負の連鎖が起こる、精神的にずっ
しりとくる１か月間でありました。
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メディアが被害を報道

浦安市の苦境を“見える化”していこうと働き
かけた結果、報道で伝えられることが増えたり、
NHKが特番を組んでくれたりと状況が動き出し
ました。その影響もあり、５月２日に認定基準が
変わりました。従来通り20分の１というのが「全
壊」、浦安に多かった60分の１前後というのが「大
規模半壊」、100分の１で「半壊」という扱いにな
りました。このことは、浦安市の復旧・復興が大
きく前進したきっかけでありました。

こうした災害対策基本法の妨げがあったり、被
災者再建生活支援法が適用にならなかったり、と
いった他の課題として責任の所在が複数にわたる
というところにも課題を感じました。災害対策基
本法というのは、市長が責任者になります。です
から「避難勧告を出す」とか、「避難所をつくる」
とか、そういうことは市長がやります。災害救助
法というのは、都道府県が救助主体となっていま
す。権限が二重になってしまうと、現場というの
はどうしても混乱が生じます。

平時であれば、それでも機能するかもしれませ
んけれども、今回のような複数の市に渡らず浦安
だけで被害が起こっているときに、その都度、県
の意向を聞きながらやっていくというのは時間的
なロスも多大にあります。非常時こそ、現場のこ
とは現場で対応すべきだと思いますので、ここは
市町村に一本化してもらったほうが、復興・復旧
が早く進むし、被災者ニーズにも柔軟に対応でき

の持論ですが、災害に対する特別条例というのが
必要なのではないかなと思っているところです。

参考になるのが箕面市の例で、これは東日本大
震災のあとにつくられた条例でありまして、「災害
が起こったときに、法令を妨げない範囲で条例を
優先させる」という前置きを置いた上で条例をつ
くっています。これが仮に浦安市にもあったなら
ば、今回の震災でも十分に使えたなと感じました。

災害対策事務優先の条例を

例えば条項のなかに「災害対策事務の優先」と
いうのがあり、そこには「通常業務の停止」とい
うのが書かれています。先ほど申し上げましたよ
うに浦安は「元町・中町・新町」に分かれていま
して、「元町」は全くの無傷でありました。です
から、「元町」の人からすれば、「災害なんて知っ
たことではない」という声がありまして、通常業
務を求めて市役所にやってくるわけです。市役所
職員は当然、災害復旧で手一杯なのですけれども、
そこに来て平時と同等の仕事を求められるのです。
仮に情報公開を大量に求められても断ることが出
来ません。この条項を根拠にすればマンパワーを
災害対策に集中させることができます。

また、家屋調査をする職員の立場を守るにもこ
の条例は有効です。通常、罹災証明を出すには、
まず住んでいる人が市に申請を上げて、それを受
けて市が調査に行って、罹災証明書を出すという
手順です。浦安の場合、地域一体のほとんどが傾

図表19　体育館などに避難する人（写真） るだろうと感じました。
震災が３月11日にあって、当時私は専業主婦

で出馬の準備をしていたというタイミングでし
て、その翌月の４月に初めて市議会議員になり
ました。ですので、議員になってから今日まで
この６年間、ずっと復旧・復興のことばっかり
をやってきたなという思いがあります。液状化
というのは１回起こると土地が締まって固く
なって、もう起こらないという俗説もあったの
ですが、それが誤りだと判明した今となっては、
次にまた同じようなことが起こった場合、どう
すればいいかということを考えると、これは私
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いていますから、申請を待って審査に行くのは合
理的ではないだろうということで、一斉にその地
域を調査して、合理的に早く被災判定をしてあげ
ようとしたわけです。

しかし、やっぱりその中においても、「留守を
しているお宅に入ってしまうと、住居侵入罪にな
るのではないか」という議論が起こります。です
から、条例であらかじめ定めておけば、調査をす
る職員の方が不安を抱えずに行えたのではないか
と思います。これは住民の利益にも資するもので
ありますし、職員の立場も配慮できるのではない
でしょうか。

まとめです。自分が罹災をして、そのあと復旧
と復興にいろいろな場面で立ち会いまして、実状
というのは被災した自治体にしかわからないとつ
くづく感じました。また液状化に限らず「どのよ
うな震災被害が起こり得るか」ということ予測す
るというのは極めて難しいことですから、規則に
がんじがらめにならず弱者救済の視点で柔軟な対
応をしていただきたいと思いました。そういった
意味で、地域特性に応じた災害対応ができるよう
な条例を含めて、平時にこそ環境整備をしていく
必要があると考えています。

私も被災自治体の議員として、まずは特異な経
験をした浦安から将来に向けての有効な行動をと
れるように、今後も働きかけをしていきたいと考
えています。御清聴ありがとうございました。

■これまでの経験を
　これからの災害に活かしていく

○宮﨑　どうもありがとうございました。
少し私のほうから、被災の話をさせていただき

たいと思います。実は私、昨年１年間、国内留学
の機会を得まして、北海道に暮らしまして、札幌
から夕張に通っていました。今年はその仕事の残
りをやろうと思いまして、この夏休みに札幌に居
を移しました。今日も札幌から来たのですけれど
も、今年は昨年度と違って、北海道には台風が何
発も来て大荒れになりました。

同時多発災害ということを考えてみますと、や
はり大きなのは地震と台風だと思いますが、地震
の場合はいつ発生するかわかりません。地震がい
つ来るかわからない──「地震が来る」という表
現も、これは「いつ発生するかわからない」こと
を端的に表している、一つの表現ではないかなと
思うのです。台風の場合は、数日前に大体予想が
つきます。ところが、例年ですと、台風は右ピッ
チャーが右にシュートさせるように曲がって来ま
すが、ことしは逆に太平洋側からカーブするよう
な形で、北海道に初めて上陸した上に、３発も来
ました。

ということで、予想外の大災害があちこちに起
こりましたが、幸いにして私がいる札幌や夕張に
は、大きな被害はありませんでした。私もいくつ
かの被災地を回って見てまいりました。そこで改
めて思ったのですが、私どもには大規模同時多発
災害の経験というものが、圧倒的に少ないという
印象を持ちました。経験があれば、事前にこれこ
れの備えが必要だということがわかりますが、経
験が少ないがために備えができていません。きょ
うの御報告もそうでしたけれども、実はこれまで
の大規模同時多発災害に対するさまざまなお話と
いうのは、繰り返しが非常に多くあります。何度
も同じようなことが繰り返し指摘されている。し
かし、いつの間にか災害に対する備えを忘れてし
まっています。

そこで数少ない経験の中から、新しい経験を積
めば積むほど新しい知見が生まれてくるわけでし
て、それに対する我々の少ない知識というもの、
知恵というものを蓄積していかなくてはいけない
のではないかと思います。例えば地震で言います
と、「阪神・淡路大震災」のときに我々は避難所
というものを被災地の中に設営せざるを得ないの
だということを、初めて身をもってわかったわけ
でございます。それからボランティアの力という
ことも、初めてあの地震の際にわかったわけでご
ざいます。

それから、「東日本大震災」で言えば津波の恐
ろしさであるし、原発の事故が引き起こされると
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いうことも全く新しいことでした。また直後に何
が足りないかと聞いたら、「とにかく軽自動車が
何とかならないか、自動車が何とかならないか」
というような訴えが、私どものところにはまいり
ました。そういったようなことも全く新しい経験
だったと思います。

熊本の今回の震災ではいろいろなことがありま
したけれども、まず大きな地震というのは、１つ
きたらあとは余震かと思ったら、そうではないと
いうのが今回の初めての経験でした。長く大規模
な地震が続くというようなことがございました。
そしてそこで、先ほどもマスコミの報道の仕方と
いうことが問題になっておりましたが、やはり熊
本の場合もマスコミの、特にテレビ取材の方が「何
が必要ですか？」と聞かれたのに対して、地元の
方がつい「水が必要だ」と言ってしまったがため
に、重くてかさばる水の大量な輸送が始まりまし
た。現地では不足していたところもあるのですが、
実は処理に困るぐらい大量にだぶついて、そのこ
とで道路をふさいでしまった状況も発生したと聞
いております。

それから今回の熊本では、これまでと違う事例
として、インターネットがいきていました。その
ことによって、インターネットを通じた通信販売
が非常に盛んになりました。そうすると地元の
方々が、生活に必要な物資を通信販売で求めます
と、通信販売で買われた商品が必要とされている
注文者のところになかなか届かないということで、
輸送会社・運輸会社が責められるというような事
態が発生しました。

また、先ほど御報告がございましたけれども、
道路も大規模にやられたところがありましたが、
一部の回り道は通行できましたので、被災された
人が車で昼間に熊本市街に買い物に出かけます。
救援にきた方は熊本市内に宿をとっていて、そこ
から救援に行くということで、上下逆のラッシュ
で道の渋滞が発生してしまいました。そのような
ことも、今回新たに発生した問題の一つではない
かと承知しております。

私どもは新たな知見・発見というものを少しず

つ積み重ねていく中で、行政だけではありません、
民間の事業者等も含めた役割を改めて考えていか
なければいけないなというように感じているとこ
ろでございます。

きょうは、若井さんの基調報告の中で、「千葉
地震」というお話がございました。そこでも災害
を契機として、人々の暮らしや社会のあり方を見
直していくことが非常に重要だという御指摘が
あったと思います。このいつ起こるかわからない
地震や台風等の同時多発災害に備えるとともに、
私たちの暮らしそのものを見つめ直すことが必要
で、大事なのだということが、きょう得られた一
つの成果ではないかと思います。

そこで、例えば被災してしまったのは、ある意
味ではしようがないかもしれませんが、どんなに
備えをしたところでも、そこからまた立ち直って
いくことこそが重要になっていくわけです。その
とき性急に、これまでの生活を直ちに取り戻すと
いうことが、果たしていいのかどうか…。人々の
暮らし、一律にみんな被災しているわけではあり
ませんので、どこからどう復旧・復興の手立てを
図っていくのかというようなことを、あわせて考
えながら、私たちのまちづくりのあり方を、きょ
うは考えるきっかけになったのではないかと思い
ます。

皆さんの御参加に改めて感謝申し上げまして、
この集会を閉じさせていただきたいと思います。
どうも、ありがとうございました。

※パネルディスカッションの内容については、

編集部の責任で大幅に割愛して掲載しました。
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